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日本の医療経済の現実
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（OECDHealth Report2010）



日本の医療資源の現状：国民1000人あたりの医師数

日本平均

加重平均

(OECD Health Report 2010）



現在の医師数

□ 医師総数 ２７７，９２７人
□ 男性医師 ２２９，９９８人 （８２．８％）
□ 女性医師 ４７，９２９人 （１７．２％）

厚生労働省大臣官房統計情報部 平成１８年 医師・歯科医師・薬剤師調査より

スエーデン：４２％
イギリス： ３９％
ドイツ： ３９％
フランス： ３９％
イタリア： ３０％
アメリカ： ３０％

他国での女性医師の占める割合



日本の一人当たり年間受診件数
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一人当たりの医療費
（物価換算で）

日本 0.89 0.69 2.5

USA 2.4                 0.75                   0.7

カナダ 1.3                 1.3                     0.9            

フランス 1.2                 1.1 1.0

OECD平均 1.0 1.0

1,000人あたりの
医師数

一人当たりの
受診件数

日本の医療提供体制は、低医療費政策の下で
より少ない人的資源で、より多くの受診に対応し、
より多くの検査で対応している。

日本の医療提供体制の現状
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1982年に医師数抑制を決定し、
1986年から2006年まで抑制され続けた。

医師数削減政策の推移



医師国家試験合格者男女比(各大学女子医学生比率）
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沖縄県医師会報08年1月、厚生労働省発表より

新研修医制度開始



64.2 
75.8 

85.6 89.8 91.1 89.6 

35.8 
24.2 

14.4 10.2 8.9 10.4 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

29歳以下 30～39 40～49 50～59 60～69 70歳以上

医師年代別男女比

20歳代の女性医師の割合は３５％を超える状況になった！

厚生労働省大臣官房統計情報部 平成１８年 医師・歯科医師・薬剤師調査より



１週間の契約勤務時間と実勤務時間
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女性医師の勤務環境の現況に関する調査報告書（平成21年3月）より

（全て女性n=6485,            n=7038        ※無回答を除
く）

％ ４５．４％の女性医師が
50時間以上仕事している



診療科別女性医師の割合 （2006年データ）



診療科別女性医師の割合

内科 62,749 14.8 %

外科 22,160 4.6 %

小児科 10,105 31.2 %

産婦人科 7,951 21.8 %

麻酔科 4,531 29.1 %

眼科 7,867 36.8 %

皮膚科 4,824 38.0 %

女性医師の割合↑ ≠ 医師不足



家庭医を内科に含めると
0.75になる

専門医取得人数に規定のあるUSAと無制限の日本
USAに比して少ない診療科は、偶々女性が多く
より早期に 医師不足が顕在化した

医師の診療科偏在＝医療提供体制グランドデザインの
欠如による 医師不足の顕在化



医師配置の地域偏在

最大 最小 格差（倍）

北海道 288.6 84.7 3.4

青森 258.4 97.9 2.6

宮城 296.0 70.5 4.2

福島 230.2 86.8 2.7

茨城 305.0 85.7 3.6

埼玉 232.0 96.0 2.4

千葉 294.5 95.3 3.1

東京 1,173.5 126.3 9.3

愛知 316.7 72.6 4.4

福岡 399.4 140.3 2.8

二次医療圏の10万人あたりの医師数格差（島しょ医療圏を除く）

最多 東京都区中央部 1,173.5

最小 宮城県黒川 70.5

格差 ＝ 16.7倍

OECD平均 320

OECD加重平均 ２６０

（平成１８年厚労省医師数調査資料）



新臨床研修医制度

若い医師の配置の自由化

医師数地域格差
病院格差の
拡大？

1986-2006医師育成数の削減

医療提供体制グランドデザインの欠如
医師の診療科選択の自由

医師不足
地域医療崩壊、再編

1994～女性医師増加



医師不足、 医師の診療科、地域偏在
医療費削減
病院の長時間勤務
宿直の名で、継続診療行為（救急従事）
36時間勤務の継続

男女の役割分担意識, 母親神話の存在
女性＝ 育児と家事 という意識
「両立」という言葉からくる先入観
男性医師の働き方の変化を伴わない医療界
献身的働き方がキャリアという先入観



USAには 女性医師の復職プログラムはない

女性医師はほとんど就業から
離脱しない

なぜ ？



女性医師増加の経緯：日米の違い

USA:

1960年代 医学部の15%が男子学生優先

1964年 連邦議会の男女差禁止の法案

（医科大学と4年生大学は除外）

1970年 Women’s Ｅｑｕｉｔy Action League

全医学部を性差別で告訴

1972年 大学を含む全ての職場・職業から

性差別の撤廃 （公民権法の改訂）

1972年 連邦議会が雇用における差別撤廃措置



1976年 米国医科大学協会AAMC は

「米国の医学部教員における女性と

マイノリティ」 報告を提出し、

採用、昇進、給与、管理職割合

などのデータを提供

~ 1993年 医学系女性の教育、キャリアを

支援するプログラム、委員会の策定

（育てるプログラムの提供）

これらの動きにより、労働条件の多様化、

保育施設の整備、昇進スケジュールの提示

などの環境整備がなされた。



USA医師の専門性選択に関するwork-life

balanceの重視

• 2005年 Acad Med 80:791-6 Dorsey ER, et al.

ライフスタイルに合わせやすい

診療科を選択する若い医師の割合

1996年 2003年

男性 28% → 45%

女性 18% → 36%



日本における女性医師増加の経緯

1972年 雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等に関する法律

医学部女子学生の割合

1970年 1980年 1985年 1990年 2000年

11.1% 13.0％ 16.8% 22.1% 29.8%

2005年以降は入学者の＞３０％が女性



日本の女性医師増加の特徴

１． 男女機会均等 という理念に

男女の役割意識からの脱却が伴わなかっ
た

２． 女性医師増加は、勝ち取ったものではな
かった

３． 育児・家事の家庭外委託 が伴走しなかっ
た



日米で異なる点

性差撤廃 と 同時並行で 女性医師のキャリア

支援プログラムが検討、実施されたかどうか。

USA

キャリア支援プログラムの
策定それに基づいた
キャリア提供、保育施設
整備、 緩やかな昇任
プランの提示 etc.

日本
性差別の撤廃に関わる法
律の制定以外は、キャリア
支援体制の整備が欠落



自治医科大学女性医師支援センターの４つの柱

●平成19年～21年
文部科学省選定取組み

「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム」

●平成2２年
自治医科大学が資金面は全て対応している

トップの意識改革



保育ルームII. 育児支援

病児保育（H22.4～）
看護師の常駐
保育ルームの増設

24時間保育（整備中）



IV 復職支援

●メディカルシミュレーションセンターの医療安全プログラム

医療安全プログラム
ＩＣＬＳコース （Immediate Cardiac Life Support）

●医療技術トレーニング部門教育プログラム
末梢静脈ライン挿入，IVHライン挿入，動脈ライン挿入，中心静脈カットダウン

気管内挿管，胸腔ドレーン挿入，開腹術，消化器外科手技全般，鏡視下手術（腹腔・
胸腔），マイクロサージャリー等の

処置・手技が実習できる．



III 就業継続支援

１．短時間勤務の提供（男女ともに）

２．キャリアの築き方についてのカウンセリング

３．教授、科長 との交渉・・・・・・・

滅私奉公で評価される男性社会
での働き方以外の キャリアの
築き方の相談
メンタルケア トップの意識改革

新しい人材育成の視点



女性医師支援のあり方

現状では。。。

１．育児中の女性の短時間常勤勤務体制の整備

２．外科系は 復職支援のための技術研修体制

３．保育施設、２４時間保育、病児保育の整備

４．辞めさせないためのカウンセリング体制



女性医師支援のあり方-2

今後のあるべき形。。。

１． 地域力の活用→ 地域の保育力の育成

２． 地域の家事アウトソーシングの創設

３． 短時間勤務をせずに済む勤務継続

４． 主治医制から チーム医療制へ転換

５． 男女役割意識からの脱却が前提

６． 男女ともに家庭と仕事のバランスの確保

７． 地域別、診療科別医師数の策定



女性医師、男性医師も長時間勤務、
ライフスタイルに影響の大きい勤務である以上

●キャリア支援する地域環境の整備が必須
１．保育 のアウトソーシングの整備（地域の高齢者の活用etc.）
２．家事のアウトソーシング整備（女性＝家事と育児からの脱却）

●女性医師支援センターではなく
キャリア支援センターへの脱却が不可欠

●勤務医の労働環境の改善
●医療費削減政策の見直し、人件費への充当
●日本の医療提供体制の見直し


